栗東墓地公園合葬墓 募集要項
１．合葬墓とは
　　　家族や親戚などの血縁関係がある者同士だけでなく、様々な人と一緒に埋蔵され、多くの遺骨を永代的に収納できる一つの大きなお墓のこと。

２．目的
　　　お墓を承継する人が途絶えてしまい、無縁墓になる事例が多く、親族による承継を前提とした墓制度の維持が困難になってきている現状に対し、墓の維持管理や承継が困難な人、やむを得ず自宅にお骨を保管している人の要望に応えるため。

３．募集について
　　埋蔵（納骨）及び改葬
　　　火葬後の焼骨や自宅に保管されていた焼骨の埋蔵（納骨）、他のお墓に埋蔵されていた焼骨を栗東墓地公園合葬墓に改葬（移動）する。
　　生前登録
　　　自己の死亡後、焼骨を栗東墓地公園合葬墓に納骨する予定の人がする登録
　　改葬事前登録
　　　栗東墓地公園墓所に埋蔵されている焼骨を今後、改葬予定の人がする事前登録
　　記名板
　　　記名板石碑に栗東墓地公園合葬墓に納骨される人の氏名・没年月日・住所（最大２項目まで）を記名した板を貼ります。納骨をされる際、申請者の希望により購入することができます。

４．使用料・登録料について
　　合葬墓使用料・登録料
　　１体につき　１００，０００円
　　記名板使用料　※１体につき最大１枚まで
　　１枚につき　　５０，０００円

５．資格について
　　埋蔵（納骨）及び改葬
　　・栗東市の住民基本台帳（住民票）に引き続き１年以上記録されている人であり、２親等以内の親族の焼骨を埋蔵する人
　　生前登録
　　・栗東市の住民基本台帳に引き続き１年以上記録されている人
　　・栗東墓地公園墓所使用者の１親等以内の親族
改葬事前登録
　　・栗東墓地公園墓所使用者であり、埋蔵されている焼骨を栗東墓地公園合葬墓に改葬を希望する人

６．申請期間について
　　埋蔵（納骨）及び改葬、改葬事前登録
通年受付による募集とする。
生前登録
年に１回公募する。

７．申請方法
　　埋蔵（納骨）及び改葬
　　　栗東墓地公園合葬墓使用許可申請書に住民票【世帯全員、本籍・続柄あり】、火葬許可証または改葬許可証を添付し、環境政策課窓口へ直接お申込みください。
生前登録
　　　栗東墓地公園合葬墓生前登録申請書に住民票【世帯全員、本籍・続柄あり】を添付し、環境政策課窓口へ直接お申込みください。
　　改葬事前登録
　　　栗東墓地公園合葬墓改葬事前登録申請書に栗東墓地公園墓所使用許可証を添付し、環境政策課窓口へ直接お申込みください。

８．使用開始について
　　埋蔵（納骨）及び改葬
　　　栗東墓地公園合葬墓使用料の納付を確認後、栗東墓地公園合葬墓使用許可証を交付します。許可証を受取り後、使用可能となります。
　　　改葬の場合、納骨する前に、以前納骨していた墓地から栗東墓地公園合葬墓への改葬が必要となります。以前納骨していた市町村の改葬許可担当課に改葬許可申請書を提出し、改葬許可証の交付を受けてからの手続きとなります。
生前登録
　　　栗東墓地公園合葬墓生前登録料の納付を確認後、栗東墓地公園合葬墓生前登録証を交付します。
　　許可証を受取り後、使用可能となります。
改葬事前登録
　　　栗東墓地公園合葬墓改葬事前登録料の納付を確認後、栗東墓地公園合葬墓改葬事前登録証を交付します。許可証を受取り後、使用可能となります。
　　　納骨する前に、栗東墓地公園墓所から栗東墓地公園合葬墓への改葬が必要となります。総合窓口課に改葬許可申請書を提出し、改葬許可証の交付を受けてからの手続きとなります。

※それぞれ納骨する前に栗東墓地公園合葬墓埋蔵等届に火葬許可証（火葬済み証明あり）または改葬許可証を添付し、環境政策課へ提出が必要となります。また、納骨する日程の調整を行います。



９．登録の取消し
　　生前登録や改葬事前登録した後に、登録を取消しする場合は、登録料の４割（４０，０００円）の還付を行います。

10．注意事項
　　①埋蔵（納骨）された焼骨は取り出すことや改葬することはできません。
　　②納骨袋の容量は「６L」までになります。
　　③記名板の大きさは「255㎜（高）×60㎜（幅）×15㎜」になります。
　　④埋蔵（納骨）の日程は環境政策課と協議の上、決めることになります。
　　⑤許可した内容に変更が生じた際には、環境政策課まで変更の届出をする必要があります。
　　⑥参拝時にお持ちいただきました物（お花、線香等）は必ず当日にお持ち帰りください。


